
指 令 第 9273号

一 般 建 設 業 許 可 指 令 書

五所川原市石岡字藤巻 105-1
(株)ACEシ ャッター

令 和 6年 10月 28日 付 け で 申 請 の あ つ た 、

つ い て は 、 建 設 業 法 (昭 和 24年 法 律 第 100号 )

よ り 、 下 記 の と お り 許 可 す る 。

一 般 建 設 業 の 許 可 に

第 3条 第 1項 の 規 定 に

令 和 6年 11月 19日

青 森 県 知 事  官 下 宗

1 許  可 番  号   青森 県知 事許 可 (般 - 6 )第  400560号

2 許 可の有効期 間  令 和 6年 11月 19日 から 令 和 11年 11月 18日 まで

建 設 業 の 種 類

建具工事業

■〔

注)許 可の更新 申請 を行 う場合 の書類提 出期 限 : 令 和 11年 10月  20 日

(こ の 日が行政庁の休 日に該 当す る場合は、直後の開庁 日)
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